
 

重要事項説明書（居宅介護支援サービス） 

 

 

居宅介護支援のサービス提供の開始にあたり、厚生省令第３８号４条に基づいて 

当事業所があなたに説明すべき事項は次のとおりです。 

 

１．事業者  

法人名 社会福祉法人 一期一会福祉会 

法人所在地 

 

愛知県岩倉市北島町二本木７番地 

 

電話番号 （０５８７）６６－２１１０ 

代表者名 理事長    臼井 和香奈 

設立年月日 昭和６１年１月８日 

 

２．ご利用の事業所  

事業所の名称 阿久比一期一会ケアプランセンター 

事業所の所在地 

〒４７０－２２１２ 

愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字桜ヶ丘１９５番地 

      指定介護老人福祉施設 阿久比一期一会荘内                    

管理者の氏名 若尾 卓司  

電話番号 （０５６９）４７－０２０５ 

ＦＡＸ番号 （０５６９）４７－０２０８ 

指定事業所番号 ２３７５７００３２１ 

 

３．事業の目的と運営の方針  

事
業
の
目
的 

指定居宅介護支援は、介護保険法に従い、ご契約者（利用者）が居宅に

おいて、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活が営むこと

ができるように支援することを目的として、サービスを提供します。  

事
業
運
営
の
方
針 

事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて利用

者の意向を尊重し、適切な保健医療サ－ビス及び福祉サ－ビスが、多様な

事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。  

事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し､特定の種類又

は特定の居宅サ－ビス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行

います｡ 

事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、その他

の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。  

 

 



４．職員の職種、人数及び職務内容                令和７年４月１日現在 

従業者の職種 
員

数 

区         分 

常勤換算後の人員 事業者の指定基準 常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者 兼 

介護支援専門員 
１ １    １．０    １ 

介護支援専門員 ２ ２    ２．０ １以上 

 

５．職員の勤務体制 

従業者の職種 勤 務 体 制 休 暇 

管理者 
正規の勤務時間帯（午前８時３０分～午後５時３０

分）常勤で勤務 
月９日以上 

介護支援専門員 
正規の勤務時間帯（午前８時３０分～午後５時３０

分）常勤で勤務 
月９日以上 

 

６.営業日 

営業日  月曜日から金曜日（１２月２９日～１月３日までを除く）  

営業時間  午前８時３０分から午後５時３０分  

 

７．２４時間の連絡体制について  

当事業所は、２４時間の連絡体制を確保しています。  

介護支援専門員が不在時の電話連絡は、併設施設（阿久比一期一会荘）の当

直または宿直が対応します。  

 

（担当介護支援専門員不在時の連絡流れ図）  

 

 

 

 

 

 

 

（注）①担当介護支援専門員からの連絡を希望の場合は、  

・担当介護支援専門員の氏名  

・ご自身の氏名  

・要介護者の氏名  

・連絡を希望する電話番号  

を必ずお伝え下さい。  

 

②状況や時間帯によっては、連絡までに時間を要する場合があります。  

 

 

利用者 
阿久比一期一会荘 

電話：０５６９－４７－０２０５ 

担当介護支援専門員 

TEL 

TEL TEL 



 

８．居宅介護支援のサービス内容について 

①課題分析等の情報収集 

当事業所職員がお伺いし、利用者本人の機能面（日常生活動作、心身機能など）、健

康面（健康状態、疾患、栄養状態など）、介護の状況、住宅の環境、経済状況などさ

まざまな面から検討し、その原因と課題を明らかにしていきます。 

施設への入所を希望される場合は、施設を紹介します。 

 

②サービス提供事業所の紹介 

利用者・家族は、居宅サービス計画書策定にあたって介護支援専門員に複数のサービ

ス提供事業所の紹介を求めることができます。 

（※同一敷地にサービス提供事業所がある集合住宅に居住の場合も含む） 

利用者・家族は、介護支援専門員が居宅サービス計画書に当該サービス提供事業所を

位置づけた理由を求めることができます。 

利用者・家族が施設への入所を希望される場合は、施設を紹介します。 
 

③サービス担当者会議 

要介護認定や要介護認定の更新があった場合等に、利用者・家族、各事業所職員の参

加のもと開催し、居宅サービス計画書の内容等について意見を求めます。 
 

④居宅サービス計画書の交付 

交付する書類は以下の通りです。 

・居宅サービス計画書（１） －利用者や家族の希望や総合的な援助の方針を示した               

書類 

・居宅サービス計画書（２） －解決すべき課題、目標、サービス内容や頻度などを 

示した書類 

・週間サービス計画表    －１週間のサービス利用予定表 

・サービス利用票      －利用するサービスの月間予定表 

・サービス利用票別表    －１ヶ月にかかるサービスの料金表 
 

⑤毎月１回、利用者宅へ訪問しモニタリング（評価）をします。 
※利用者同意のもとで情報通信機器を利用して利用者と意思疎通ができること、他の 
サービス事業所との連携によるモニタリングができること等の条件を満たした場合 
は２ヶ月に１回の訪問となる場合があります。 

 

⑥毎月、国民健康保険団体連合会がサービス内容を確認しチェックします。 
 

⑦その他 

・要介護認定の申請、更新、変更の代行 

・関連申請等の連絡調整 

・給付管理票の作成・提出 

 

 

 



 

９．居宅介護支援の利用料  

サービスの利用料及びその他の費用は以下の通りです。  

①利用料  

（参考）１ヶ月あたりの居宅支援金額  

居宅介護支援費（Ⅰ）  

（居宅介護支援費（ｉ））要介護１・２      １，０８６単位 

要介護３・４・５    １，４１１単位  
 

加減算（算定条件を満たした場合に加算または減算されます）  

特定事業所加算（Ⅲ）              ３２３単位  

入院時情報連携加算（Ⅰ）            ２５０単位  

入院時情報連携加算（Ⅱ）            ２００単位  

退院・退所加算（Ⅰ）イ             ４５０単位  

   〃    （Ⅰ）ロ             ６００単位  

〃    （Ⅱ）イ             ６００単位  

   〃    （Ⅱ）ロ             ７５０単位  

   〃    （Ⅲ）              ９００単位  

ターミナルケアマネジメント加算         ４００単位  

特定事業所医療介護連携加算           １２５単位  

通院時情報連携加算                ５０単位  

緊急時等居宅カンファレンス加算         ２００単位  

初回加算                    ３００単位  

        同一建物減算                  ×９５％  

※事業所所在地における該当サービス種類の単位数あたり地域単位（単位数  

単価）が必要となり、１単位地域区分（７級地）として１０ .２１円の１割

負担分（一定以上所得者は２割または３割負担分）が利用料金となります。 

要介護認定を受けられた方の居宅介護支援の利用料は、介護保険給付から全額給

付されるので自己負担はありません。  

（注）保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、１ヶ月につき要介護度 

等に応じてお支払いいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します。 

このサービス提供証明書を後日お住まいの各市町村の窓口に提出しますと、全額 

払戻が受けられます。 

 

②交通費  

サービスを提供する実施地域（知多郡阿久比町）にお住まいの方は無料です。 

通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に別途次の費用を交通費としてご

負担いただきます。 

 

・通常の事業の実施地域を越える地点から 

片道１キロメートル毎  １００円 

 

 

 



③その他  

・複写物の交付 

サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする

場合には実費をいただきます。(１０円/１枚) 

・キャンセル料など 

サービスを利用者の都合で事前の協議なくキャンセルした場合には、交通費等

実費をいただくことがあります。 

 

１０．公正中立性とサービス提供事業所の利用状況について  

居宅介護支援事業所はサービス提供事業所に対して公正中立であり、利用者が自らの意

思でサービス提供事業所を選択することができます。  

当事業所の居宅サービス計画書に位置づけられた訪問介護、通所介護、地域密着型通所

介護、福祉用具貸与の前６ヶ月間（下記の算定期間）の利用状況は別紙のとおりです。 

※算定期間  前期：３月～８月、後期：９月～２月  

当事業所におけるサービス提供事業所の利用状況は、インターネット上の『愛

知県介護サービス情報公表システム』で確認することができます。  

 

 

１１．担当職員について  

サービスの提供にあたっては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止、要介護状

態となることの予防になるよう、適切なサービスができる計画を作成します。 

サービスの提供は懇切丁寧に行い、分かりやすいように説明をします。 

もし説明の中で分からないことがあったら、いつでも担当の介護支援専門員（ケアマ

ネジャー）にご遠慮なく質問してください。 
 
職員は、身分証明書類を携帯していますので、必要な場合はいつでもその提示をお求

め下さい。 

 

希望すればいつでも担当の職員の変更を申し出ることができます。 

その場合、変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。 

当事業所は、担当の職員が異動・退職する等正当な理由がある場合に限り、担当の職

員を変更することがあります。 

 

 

１２．入院時における医療機関との連携について  

医療と介護の連携を円滑にするため、入院となった場合は担当介護支援専門員

にその旨を速やかに伝えると共に、入院先の医療機関にも担当介護支援専門員の

事業所名および氏名、連絡先を伝えてください。  

 

 

１３．障害福祉サービスとの連携について  

障害福祉サービスを利用してきた方が介護保険サービスを利用される場合、障

害福祉制度の相談支援事業者と連携をとるよう努めます。  

 

 

 



１４．事業の実施地域  

実施地域  知多郡阿久比町（その他地域については応相談）  

 

 

１５．苦情の受付について  

当事業所における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。  

苦情受付窓口  阿久比一期一会ケアプランセンター  

管理者 若尾 卓司 

知多郡阿久比町大字卯坂字桜ヶ丘１９５番地  

（０５６９）４７－０２０５ 

受付時間 月～金曜日 午前８時３０分～午後５時３０分  

苦情解決責任者 社会福祉法人 一期一会福祉会 

指定介護老人福祉施設 阿久比一期一会荘 

荘 長 沖田 健太郎 

※当事業所以外に、お住まいの市町村窓口や国民健康保険団体連合会等に苦情を 

伝えられます。 

阿久比町役場 

（民生部ふくし課高齢介護係） 

 

 

（０５６９）４８－１１１１（代表）  

 

半田市役所 （高齢介護課） 

知多北部広域連合（給付係） 

 東海市役所（高齢者支援課） 

 大府市役所（高齢障がい支援課）  

 知多市役所（長寿課） 

 東浦町役場（ふくし課） 

（０５６９）８４－０６４９ 

（０５２）６８９－２２６３ 

（０５２）６８９－１６００（代表）  

（０５６２）４５－６２８９ 

（０５６２）３６－２６５２ 

（０５６２）８３－３１１１（代表）  

 

※上記以外の市町村 

（個別の状況に応じて記載） 

 

愛知県国民健康保険団体連合会  

介護福祉室内 苦情相談室 

（０５２）９７１－４１６５ 

愛知県福祉局高齢福祉課  

介護保険指定・指導グループ 

（０５２）９５４－６２８９ 

一期一会福祉会第三者委員 一期一会福祉会評議員 森山 稔 

（０５８７）３７－６９０９ 

 

一期一会福祉会評議員 宮田 浩明 

（０５８７）３７－０６９３ 

 

 

 



 

１６．虐待の防止について  

 阿久比一期一会荘において利用者の人権の擁護、虐待等防止のための指

針を整備し、虐待防止のための対策委員会を定期的に開催、また適宜虐待

を防止するための研修を実施するとともに、関係機関と連携を図り、虐待

防止のための必要な措置を行います。  

 

 

１７．業務継続計画について  

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を

継続的に実施するため、および非常時の体制で早期の業務再開を図るため

の計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。  

 

１８．その他  

居宅介護支援のサービス提供により事故が発生した場合、速やかに市町

村、家族などに連絡すると共に、必要な措置をとります。  

 

 

 

 

令和   年   月   日  

 

居宅介護支援の提供開始に際し、利用者に対して本書面に基づき重要事項

の説明を行いました。  

 

阿久比一期一会ケアプランセンター  

説明者職名  介護支援専門員氏名               印  

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、居宅介護支援の

提供開始に同意しました。  

 

（利用者）    氏名                   印  

 

 

（代理人）    氏名                   印  
 

        続柄  


